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北海道総合通信局アクションプラン２０１２
－ICT利活用により、北海道のくらしを便利に・元気に・安全に－

北海道総合通信局は、「ＩＣＴ利活用により、北海道のくらしを便利に・元気

に・安全に」をキーワードとして、道内の経済活性化や暮らしの利便性向上

に向け、次の4項目を重点施策の柱として重点的・計画的に取り組んでいき

ます。

１． 非常災害時等における自治体・関係機関との連携強化

３． 電波利用環境の維持と電波監視の強化

２． 移動通信分野等の周波数確保に向けた取組

４． 電子申請の活用による利便性の向上

３． 電気通信サービスにおける消費者保護の推進

２． 地域のための研究開発の充実・強化

１． ブロードバンド利活用による地域活性化
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新たな難視等に対する恒久対策の取組



周知・啓発活動

セミナーや講演会を通じ、非常災害時における情報伝達手段

の確保の重要性について周知・啓発を行っています。

災害に備えた知識や情報を広く提供することにより、防災・

減災の活動に役立てます。
防災関連通信機器展示

非常通信訓練の実施

災害発生時に固定電話・携帯電話などの一般の通信回線や都道府県の無線回線など通常利

用している通信回線が使用不能になった場合に備えて、非常通信協議会を組織し、市町村と

都道府県、都道府県と内閣府の間の通信を確保するため非常通信ルートを策定し、毎年、非

常通信訓練を実施しています。

Ⅰ 災害等に対応した情報連絡手段強化に向けた取組

１

防災対策推進室を設置し、連絡体制を強化

防災対策推進室を設置して、大規模災害等の非常時に備え、北海道及び市町村との連絡体制

を強化し、災害時の重要通信を担う、防災関係機関との連携を密にします。

非常通信協議会と連携した周知・啓発

非常災害時等の通信確保強化に関する取組

１．非常災害時等における自治体・関係機関との連携強化

＜お問い合わせ先＞ 防災対策推進室 011-747-6451 直通
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無線通信部 陸上課 011-709-2311 内線4６５１

移動通信機器・移動電源車の貸出

総務省は災害時における通信手段を確保するために、貸出

し用の移動通信機器を備蓄しています。また、防災行政無線

や災害対策用ＦＭ局等の電源確保のため、移動電源車を配備

し、災害発生時には、自治体及び災害復旧関係者に貸与しま

す。

災害対策本部等
北海道総合通信局

備蓄基地

貸出要請①

貸出指示② 被災地へ
運搬

③

災害発生

被災地

札幌市総合防災訓練にて、移動
電源車の説明を行う当局職員



＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 情報通信振興課 011-709-2311 内線4７１３

２． ICTを活用した安心・安全な街づくりの促進

2

＜公共コモンズの専用サイト＞

http://www.fmmc.or.jp/commons/

ＩＣＴを活用した新しい街づくりを実現

Ⅰ 災害等に対応した情報連絡手段強化に向けた取組
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安心・安全公共コモンズの普及促進

災害時に全ての住民が情

報を入手できるよう、災害

関連情報の一元集約・共有

機能や多様なメディアを多

重に活用した情報配信機能

を有する、防災情報通信基

盤の普及促進を図ります。

ICTを活用した街づくりとグローバル展開
に関する懇談会 北海道・地域懇談会

平成２４年４月、札幌市において、「ＩＣＴを活用した街

づくりとグローバル展開に関する懇談会」北海道・地域懇談

会を開催しました。

懇談会でいただいたご意見を踏まえ、災害に強い街づくり

の実現、地域が複合的に抱える諸課題の解決、経済の活性

化・雇用の創出、そして、国際社会への貢献・国際競争力の

強化のため、センサーネットワーク、ワイヤレスネットワー

ク、クラウド等の 先端のＩＣＴを社会実装する新たな「Ｉ

ＣＴスマートタウン」の実現に向けて取り組んでいます。

放射線観測情報

気象関連情報

道路交通情報

河川関連情報

防災情報通信基盤

地図情報

◆災害情報集約
◆被災者支援ｼｽﾃﾑ
◆ﾊｻﾞｰﾄﾏｯﾌﾟの提供

等

災害情報集約機能

災
害
情
報
配
信
機
能

パソコン

スマートフォン

テレビ

ラジオ

住民・来訪者



デジタル化により利用可能な無線

チャンネルの増加を図るとともに、

音声だけでなく文字情報や位置情報

等を利用し、視覚による確実な情報

伝達を確保するため、各消防本部及

び関係機関と連携し、デジタル消

防・救急無線への移行及び計画的な

整備を支援します。

東日本大震災の教訓から、

改めて非常災害時における

情報伝達手段の確保の重要

性が認識されました。

北海道総合通信局は、地

域住民の安心・安全な暮ら

しを確保するため、各地域

の特性に見合ったシステム

の導入について支援してい

きます。

防災行政無線の整備推進

ＩＰ告知システム

Ⅰ 災害等に対応した情報連絡手段強化に向けた取組

３． 防災行政無線、消防・救急無線等の整備に向けた取組

自治体の緊急時の情報伝達システムの整備促進

地方自治体の無線システムの整備

＜お問い合わせ先＞ 無線通信部 陸上課
011-709-2311 内線4６５４

＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 情報通信振興課 011-709-2311 内線4７１７
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防災行政無線のほか、ＩＰ告知システム、被災地向け携帯

電話災害情報サービスなど、地域の実情や特性に応じたシス

テムの導入について支援していきます。

ＩＰ告知端末の活用事例としては、防災利用のほかにも

「高齢者見守りシステム」などがあり、日常から緊急時を想

定した情報伝達の取組として有効です。

（車載）移動局

（携帯・可搬）移動局

移動系基地局
同報系親局

（市町村災害対策本部）

テレメータ

テレメータ系

屋上設置型屋外拡声器

路上設置型屋外拡声器

戸別受信機※テレメータ：遠隔地点における雨量計・水位計等の測定
データを自動的に送出・記録する通信設備

火災現場

移

動

系

同

報

系

市町村防災行政無線概念図

消防・救急無線のデジタル化の推進



＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 情報通信振興課 011-709-2311 内線4７１７

北海道地域ブロードバンド整備
・ICT利活用促進会議

総務省は、教育分野におけるＩＣ

Ｔの効果的な利活用を促進するため、

「フューチャースクール推進事業」

の実証研究を行っています。

道内では石狩市立紅南小学校が実

証校となり、全児童にタブレット型

ＰＣが配備され、電子黒板を活用し

た授業を行っています。実証結果を

通じて、情報通信技術面を中心とし

た検証を行い、ＩＣＴ利活用による

教育改革（協働教育システムの実

現）を推進します。

Ⅱ ICT利活用による地域連携・活性化

とかちICT利活用セミナー

4

１． ブロードバンド利活用による地域活性化

北海道地域ブロードバンド・ＩＣＴ利活用促進会議の開催

ⅡⅡ
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ＩＣＴ利活用普及キャラバン

フューチャースクール推進事業

情報通信部 情報通信振興課 011-709-2311 内線4７１３

＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 電気通信事業課 011-709-2311 内線4７０３

道内のブロードバンド・ゼロ地域が概ね解消されたこ

とから、今後は、より大容量のデータ伝送に対応した、

超高速ブロードバンド基盤の整備促進を図っていきます。

また、ブロードバンドの利活用については、地域にお

ける少子高齢化の問題や医療・教育・農業等各分野の諸

課題をＩＣＴ利活用により解決できないか、「北海道地

域ブロードバンド・ＩＣＴ利活用促進会議」において議

論を深めていきます。

ＩＣＴの新たな技術や各自治体の成功

事例、学識経験者等によるＩＣＴ利活用

方策を紹介する講演会や展示会を開催し、

地域が自ら考え、実行する「地域自立

型」の地域活性化が推進されることを目

指しています。
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Ⅱ ICT利活用による地域連携・活性化

２． 地域のための研究開発の充実・強化

戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）の活用支援

「新世代通信網テストベッド（JGN-X）」の利用促進

戦略的情報通信研究開発推進制度（ＳＣＯＰＥ）は、ＩＣＴ分野における競争的資金制度です。

総務省が定めた、国として推進すべきＩＣＴ政策と整合性を持った「研究開発戦略マップ」に

基づき、我が国の復興、再生はもとより、持続的な成長と社会の発展、安全で豊かな国民生活の

実現に積極的な役割を果たし、科学技術イノベーションの力を高めることを目的として実施して

います。平成２４年度は、「ＩＣＴイノベーション創出型研究開発」、「若手ＩＣＴ研究者等育

成型研究開発」、「地域ＩＣＴ振興型研究開発」の３つのプログラムで公募しています。

①
公募

②
提案

⑤研究開発
を委託

評価委員会
（２段階評価）

総務省

③課題の評価を依頼

④評価結果を報告

民間企業 大学等

国や地方自治体等
の

研究機関

研究者（研究機関）

プログラムディレクター
プログラムオフィサー

ＪＧＮ－Ｘは、独立行政法人情報通信研究機構が推進する先進的なネットワークの研究開
発・各種アプリケーションの実証実験を進めるためのテストベッドです。ＪＧＮ－Ｘは、新
世代ネットワークの研究開発・研究協力の目的であれば、原則として誰でも利用することが
できます。アクセスポイントは、国内は２６ポイント（北海道は１ポイントで１Ｇｂｐｓ）、海外は５ポイン
ト（米国、タイ、シンガポール、韓国、中国） となっています。

＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 電気通信事業課 011-709-2311 内線4７０３



＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 電気通信事業課 011-709-2311 内線4７０３
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Ⅱ ICT利活用による地域連携・活性化

ｅ－ネット安心講座（ｅ－ネットキャラバン）

電気通信事業分野における個人情報保護セミナー

３． 電気通信サービスにおける消費者保護の推進

http://www.e‐netcaravan.jp/

◆対 象 者 ：児童生徒、保護者、教職員

◆実施主体 ：一般財団法人マルチメディア振興センター（ＦＭＭＣ）

◆協力団体 ：通信事業者等民間団体（211社）、公益法人（11団体）、

政府・自治体（2省・18団体）、その他（38団体）※FMMCを含む。

◆講 師 ：認定講師 1,642名（管内 約100名）

◆講座内容 ：子どもに迫るネット危機の実態と、その予防又は問題解決のため

に家庭でどのようなネット安全教育を実施すればよいか等。

◆開始年度 ：平成18年4月から実施。

◆実 績 ：道内 248件（平成24年3月31日現在）

全国 4,831件（平成24年3月31日現在）

インターネットや携帯電話が広く普及する一方

で、子どもたちがネット犯罪やトラブルに巻き込

まれるケースも多発しています。

その対策として、子どもたちはもとより、保護

者、教職員をはじめ、子どもたちを保護する立場

にある方々向けに、「ｅ-ネット安心講座（ｅ‐

ネットキャラバン）」を実施しています。

ｅ‐ネット安心講座の受講は「ｅ‐ネットキャラバン公式

ウェブサイト」からお申し込みいただけます。

個人情報保護法が平成１７年４月１日から全

面施行されて７年を経過しましたが、個人情報

の流出・漏えい事故等が数多く報道されており、

個人情報保護に関する課題はまだまだ多いと考

えられます。

北海道総合通信局は、

個人情報の適正な取扱い

を推進するためセミナー

を開催し、普及啓発を

行っています。
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Ⅱ ICT利活用による地域連携・活性化

インターネットを利用した電子申請により、無線局の申請などの手続きがいつでも

どこからでも行うことができます。 特にアマチュア無線局の場合、事前にＩＤ・パス

ワードを取得することで、簡単に申請手続きを行うことが可能です。無線局の利用者

にとって利便性の高い電子申請の利用拡大の取組を進めています。

いつでも申請・届出ができます

申請書類の窓口への持参や郵送の必要

がなく、自宅・オフィス等から原則24時

間・365日、インターネットでの手続き

を行うことが可能です。

また、手数料についてもインターネッ

トバンキングを利用することで、自宅・

オフィス等からの支払いが可能です。

申請履歴をいつでも確認できます

オンラインで受け付けた申請情報について、その後の総務省における進行状況をリアル

タイムで確認することが可能です。

手数料が書面申請に比べて減額されます

無線局の種別 基本送信
機の規模

免許申請 再免許申請

書面申請 電子申請 書面申請 電子申請

アマチュア局 50W以下 ４，３００円 ２，９００円 ３，０５０円 １，９５０円

基地局、
陸上移動局、
簡易無線局、
固定局 ・・等

1W以下 ３，５５０円 ２，５５０円 １，９５０円 １，５００円

1Wを超え
5W以下

４，２５０円 ３，０５０円 ３，３５０円 ２，４００円

5Wを超え
10W以下

６，７００円 ４，５００円 ４，９５０円 ３，２５０円

←アマチュア無線のイベント会場にて、「電子申請
体験ブース」を設け、説明する当局職員

４． 電子申請の活用による利便性の向上

電子申請のメリット

＜お問い合わせ先＞ 無線通信部 企画調整課 011-709-2311 内線4629



 高品質・高画質の①リアルタイム型放送、従来の放送にはない②蓄積型放送と③通信と放送の連携
(機能及びサービス)を提供

 動画・音楽のほか新聞・雑誌、電子書籍、ゲーム等の様々な形式のコンテンツを提供

 アナログテレビ放送停波後の周波数のうち､207.5MHz以上222MHz以下の周波数(VHF-High帯)を使用

＜お問い合わせ先＞ 無線通信部 企画調整課 011-709-2311 内線46２３
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Ⅲ 電波利用環境の整備・保護

１． 地域における電波利用の促進のための調査検討の実施

地下街等における携帯端末向けマルチメディア放送の効率的な送信システムに関する調査検討会

（２）地下街等の閉鎖空間における携帯端末向け

マルチメディア放送(VHF-High帯)の送信シス

テムの検討

携帯端末向けマルチメディア放送(VHF-High帯)は、平成２４年１２月から札幌市等においても

サービスが開始されています。

札幌市は、積雪寒冷地であるため、地下街等は他都市と比べ重要な生活空間であることから、

本調査検討会において、地下街等においても良好に受信するために必要な送信システムの技術的

条件に関する調査検討を行い、平成２５年３月を目処に報告書を取りまとめる予定です。

天井､床､壁等の反射
によるマルチパスの
影響

マルチメディア放送（VHF-High帯）とは

※利用者が関心を持ちそうな「お勧め情報」。

①リアルタイム型放送①リアルタイム型放送
 従来のTVのように放送を受信しな
がらライブ映像が視聴できる。
コンサート

ニュース

スポーツ

気になる情報を
リアルタイムに

②蓄積型放送②蓄積型放送
 従来の放送と異なり、映像ファイル
等を⼀旦蓄積し視聴できる。

⾳楽・さまざまな
コンテンツ

・レコメンドも
ケータイ内
に⾃動蓄積

いつでも好きな
ときに利⽤ 映画

新聞

⼩説

チケット

⽋損データ補完

ライセンス購⼊

コメント投稿

レコメンド情報※

③通信ネットワークとの連携③通信ネットワークとの連携

ソフト事業者サーバー

ネットコンテンツ連動ＬＴＥ

３Ｇ

通信網

調査検討項目

（１）地下街等の閉鎖空間における携帯端末

向けマルチメディア放送(VHF-High帯)の

電波伝搬特性の検討



＜お問い合わせ先＞ 無線通信部 企画調整課 011-709-2311 内線46２３
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Ⅲ 電波利用環境の整備・保護

２． 移動通信分野等の周波数確保に向けた取組

７００MHｚ／９００MHｚ帯の周波数再編計画（アクションプラン）

スマートフォンやタブレット等の携帯端末の急速な普及により、通信量が増加し

ており、新たに割り当てる周波数の確保が急務となっています。特に７００ＭＨｚ

／９００ＭＨｚ帯の周波数については、こうした新たな移動通信分野への利用を可

能とするため、既存無線システムの周波数移行のための「周波数再編アクションプ

ラン」が策定されました。

この基本方針に基づき、同周波数帯を使用しているパーソナル無線の廃止やＭＣ

Ａ無線等、既存無線システムの円滑な周波数移行に向けた取組を進めていきます。

710 (MHz) 770 806 810 815 845 850 860 890 903 905 915 950 958 960

710 714 718 748 755 765 773 803 815 845 850 860 890 900 915 930 940 945 960

再編前

再編後

ＭＣＡ
(基地局)

携帯用
（基地局）

ＭＣＡ
(基地局)

携帯用
（基地局）

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ

地

デ

ジ
Ｉ
Ｔ
Ｓ

携帯用
（端末）

携帯用
（基地局）

ワ

イ

ヤ

レ

ス

マ

イ

ク

携帯用
（端末）

ラ

ジ

オ

マ

イ

ク

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ

ＭＣＡ
（端末）

携　帯　電　話　用
周波数の再編により

空　く　周　波　数

携帯用
（端末）

携帯用
（基地局）

パ

ー

ソ

ナ

ル

無

線

ＭＣＡ
（端末）

地
デ
ジ

地デジ用周波数の
再編（リパック）により

空　く　周　波　数

ワ

イ

ヤ

レ

ス

マ

イ

ク

携帯用
（端末）

Ｆ　　Ｐ　　Ｕ

ラジオマイク

再 編
ラジオマイク：

地デジ帯域のホワイトスペース

／１．２GHz帯に移行

ＦＰＵ：

1.2GHz帯／2.3GHz帯
に移行

ﾊﾟｰｿﾅﾙ無線：

周波数再編

のため廃止

地上デジタル放送帯域

のホワイトスペース

移行 音声STL/TTL：

Mバンド（6570～6870MHz）又は

Nバンド（7425～7750MHz）に移行

音
声
Ｓ
Ｔ
Ｌ
／
Ｔ
Ｔ
Ｌ

無線通信部 陸 上 課 011-709-2311 内線46４３

＜700/900MHz帯周波数再編ポータルサイト＞
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/portal/

９５０MHzを使用する電子タグシステムは、平成３０年３月３１日までに移行することとなりました。

現在ご使用中の９５０MHz帯の電子タグシステムは、平成３０年４月１日以降使用できなくなります。

９５０MHz帯電子タグシステム（ＲＦＩＤ)に係る周波数移行について

パーソナル無線は、周波数割当計画の変更により、使用の期限が平成２７年１１月３０日までと定

められました。

パーソナル無線の廃止について

【９００MHz帯（９００～９６０MHz）における再編】

９００MHzを使用するＭＣＡ無線（デジタル／アナログ）は、平成３０年３月３１日までに移行す

ることとなりました。

ＭＣＡ無線を引き続きご利用の場合は、新たな周波数に対応した無線機への取替えが必要です。

９００ＭＨｚ帯ＭＣＡ無線に係る周波数移行について

９５０MHzを使用する音声ＳＴＬ／ＴＴＬは、平成２７年１１月３０日までに移行することとなり

ました。

※ただし、Ｍバンド又はＮバンドへの移行が困難な場合は６０MHz帯及び１６０MHz帯へ移行を図ります。

９５０MHｚ帯音声ＳＴＬ／ＴＴＬに係る周波数移行について
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Ⅲ 電波利用環境の整備・保護

３． 電波利用環境の維持と電波監視の強化

電波利用環境維持のための周知啓発活動

誰もが安心・安全に電波を利用できる環境を維持するため、電波利用ルールに

係る周知・啓発活動に取り組みます。

また、重要無線通信妨害への迅速的確な対応、不法無線局を対象とした捜査機

関との共同取締り及び無線局の違反運用を是正するため、

電波監視を強化していきます。

「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(6月1日～

10日)には、新聞、公共交通広告等により宣伝を行う

とともに、道内の官公庁など関係団体に対する広報誌

への掲載やポスターの掲示依頼など、集中的な広報を

行っています。

また、公共工事、ビート輸送及び除排雪の請負業者

を対象とした安全大会に当局の職員を派遣し、電波法

令遵守に係る説明を行っています。

↑ 平成２４年度 周知用ポスター

誰もが安心・安全に利用できる電波環境の維持

違反アマチュア無線局に対する対応

↑港湾における共同取締まりの様子

不法無線局撲滅の取組

電波監視により確認した違反アマチュア無線局に対しては、電波規正用無線局を活用して、

違反行為を早期に是正するよう注意・警告を行っています。

また、電波規正用無線局の注意・警告に応じないものについては、文書による注意を行う

ほか、悪質な場合は、違反内容に応じて厳正に対応しています。

＜お問い合わせ先＞ 不法無線局、妨害・混信等申告窓口 011-7３７－００９９（直通）

←日本国内で使用できない外国規格無線機の例

FRS  GMRS FRS/GMRS GMRS UHF-CB/PRS

重要無線通信や放送へ混信妨害を与える、ＣＢ無線

や改造パーソナル無線などの不法無線局に対し、捜査

機関と共同で取締りを実施しています。

日本国内では使用できない外国規格の無線機に関し

ては、消費者が購入して使用したり、海外の観光客が

国内に持ち込んで使用しないように周知啓発活動を

行っています。また、国内の無線局に妨害が発生しな

いように不法無線局を探査し排除しています。



＜お問い合わせ先＞ 情報通信部 放 送 課 011-709-2311 内線46６８
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Ⅳ 地デジ受信環境の整備

新たな難視等に対する恒久対策の取組

新たな難視に関する対策

道内では、平成２３年７月２４日にデジタル放送への移行を完了しましたが、

一部の地区において新たな難視やデジタル混信が発生しており、それらの地区の

方には、難視対策衛星放送による暫定対策を実施しています。

これらの難視世帯等については、早期に恒久対策を講じるよう、引き続き、道

内自治体、テレビ放送事業者、ケーブルテレビ事業者、デジサポ（テレビ受信者

支援センター）など関係団体と連携し、受信環境整備及び視聴者支援の取組を強

化していきます。

情報通信部 有線放送課 011-709-2311 内線46７３

デジサポ（テレビ受信者支援センター）について

＜デジサポ北海道のサイト＞

http://digisuppo.jp/branch/hokkaido/170/

アナ
ログ

デジ
タル

混信等によるデジタル受信障害

アナログ放送の場合、地形等の影響で電波が

弱まるに従い、受信する画像が徐々に悪くなり

ますがテレビの視聴は可能です。

一方、デジタル放送の場合は、電波が弱まっ

てもきれいな画像で視聴できますが、一定以上

電波が弱くなると、受信する画像が急に悪くな

ります。

こうした新たな難視地区の恒久対策としては、

中継局の置局や共聴施設新設又は高性能アンテ

ナ等による対策があります。

これらの対策手法を自治体や住民へ説明し理

解を求め、早期の対策完了を目指しています。

放送局の周波数は、混信等の影響がないよう十分検討し計

画的に割り当てられていますが、電波の異常伝搬により、混

信が発生する場合があります。

対策としては、高性能アンテナ等による受信改善や、送信

チャンネル変更があります。

北海道総合通信局は放送事業者と協力し、混信原因を特定

すると共に対策手法を確定し、早期の対策完了を目指してい

ます。

強 電波の強さ（受信電界強度） 弱

←海霧等ダクトの発生による

電波の異常伝搬のしくみ

総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）は、デジタル化対応

に関する相談対応や支援等の受信者支援を行うための組織として、平

成２０年１０月１日に設置されました。

今年度からは、新たな難視対策、周波数再編による受信対策などを

重点的に進めるため体制を一新し、地デジに関する相談に応じます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ


